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■発達に関する相談 

障害福祉サービスを利用していない方の初期相談やお困りごとがございましたら、次の相談先にお問い合わせください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害児通所支援ご利用までの手続き 

【利用手続きの流れ】   

①「申請書」の作成 

   申請書を作成し、次頁の申請書類をご用意ください。 

   利用ご希望先が決まりましたら、指定障害児相談支援事業所へご相談ください。 

 ※指定障害児相談支援事業所との契約が必要になります。（費用無料）               

                                                            （裏面に続く） 

 

相 談 窓 口 の ご 案 内 
障害児 

●障害者支援課 障害者相談支援担当 

 お子様の障害についてどのような支援があるか相談できる窓口です。 

 所在地：広町２－１－３６ 相談時間：８時３０分～１７時００分（平日） 

電話：５７４２－６７１１／ＦＡＸ：３７７５－２０００ 

●品川児童学園 子ども発達相談室 

 概ね１８歳までのお子様を対象にした発達に関する相談窓口です。お子様の発達状況や特性を保護者の方と一緒に確認し、お

子様に対する理解を深めます。 ※予約制です。 

 所在地：南品川３－７－７ 相談時間：９時００分～１８時００分（平日・土曜日）※なるべく平日にご連絡願います。 

電話：６７１８－４４６０／ＦＡＸ：６７１８－４４６５ 



 

 

 【申請書類】 

●障害者手帳（取得している場合） 

●申請者および利用児童の身分確認書類（原本） 

●療育の必要性が確認できる書類（以下のいずれかの書類） 

※ 身体障害者手帳又は愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

※医師の意見書（申請の段階で区から依頼することも可能です。） 

※ 品川児童学園で相談を行い、療育が必要と判断された場合（書類は不要です）。 

※ 特別支援学校や特別支援学級等に在籍していることが確認できる書類 

●通園証明書（該当する場合） 

  障害児通所支援利用児童のうち、就学前の兄または姉が保育所等（保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援事業所等）に通 

う第 2 子以降の未就学児 

 

 

②「障害児支援利用計画案」の作成 

   支給決定を行うにあたり適切なサービスを利用するための「障害児支援利用計画案」が必要です。指定障害児相談支援事業所が計

画案を作成します。 

 

③区へ「障害児支援利用計画案」と「申請書」の提出 

  「 障害児支援利用計画案」と「申請書」を区へ提出します。 

 

④通所受給者証の交付 

   区は、「障害児支援利用計画案」や勘案すべき事項を踏まえて支給決定し、通所受給者証を交付（郵送）いたします。目安として申

請書・計画案・療育の必要性が確認できる書類の提出から 2 週間程度かかります。 

 

⑤サービスの利用開始 

   障害児通所支援事業所との契約締結後、サービスの利用開始となります。利用する際は事業所に通所受給者証をお持ちください。 

 

 



 

【指定障害児相談支援事業者】 

名称 運営法人 所在地 電話／FAX 相談時間（※以外は平日） 

品川区旗の台障害児者相談支援センター

（品川区立心身障害者福祉会館内） 

社会福祉法人品川総合福祉

センター 
旗の台５－２－２ 

５７５０－４９９５ 

３７８２－３８３０ 
９時００分～１７時００分 

品川区南品川障害児者相談支援センター

（品川区立障害児者総合支援施設内） 
社会福祉法人福栄会 南品川３－７－７  

５４６０－５３０１ 

５４６０－５３０３ 

９時００分～１８時 00 分 

（※月～土） 

相談支援事業所アプリ北品川 リアルカンパニー株式会社 北品川２－１８－２ １F 
６７１２－３９７７ 

６７１２－３９７８ 
１０時００分～１７時００分 

相談支援事業所えがお 社会福祉法人恵正福祉会 
平塚２－１３－７ 

石垣ビル１階 

６４２１－６２１０ 

６４２１－６２１２ 
９時００分～１７時００分 

生活サポートの ぷらむ 
一般社団法人 

総合福祉研究所 

東品川２－５－６ 

２６０１ 

６７１２－４４３３ 

６７４０－２４３３ 
１２時００分～1９時 00 分 

福
ふく

は家
うち

相談室品川 株式会社 Take Aim 
西大井４－１０－１６ 

ハイツフェリス２０２ 

６４２９－８０３１ 

６４２９－８０３２ 
9 時 00 分～18 時００分 

相談支援事業所パルレ 特定非営利活動法人パルレ 
東大井５－１４－２０ 

齋藤ビル２階 

６７１２－８２３３ 

６７１２－８２４４ 
10 時００分～17 時００分 

相談支援室ちびっこタイム 社会福祉法人げんき 
東大井５－５－１３ 

１０１号 

３４７４－２５１５ 

３４７４－２５１６ 
９時００分～１７時００分 

コプラス 相談支援事業部 株式会社ライトサイン 
東五反田４－９－２ 

東五反田 KB ビル 2 階 

６４２６－６６８８ 

６４２６—６６８７ 
９時３０分～17 時 30 分 

パーソナルファミリーサポートセンター 
株式会社 

resona 教育研究所 

西 五 反 田 ５ － ４ － ５ －

903 

６８２４－５１４３ 

６８２４－５１４８ 
８時３０分～17 時 30 分 

品川区発達障害児者相談支援センター 

（品川区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内） 
社会福祉法人げんき 上大崎 1－20－12 

５７９３－７０７１ 

５７９３－７１４９ 
9 時 00 分～17 時 00 分 

大原児童発達支援センター 
株式会社学研ココファン・

ナーサリー 
戸越６－１６－１ 

６４２６－６１０３ 

６４２６－６１０４ 
9 時 00 分～18 時００分 

 


